
News Release 
平成 21 年 10 月５日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ 

代 表 者 名 代表取締役社長 目黒 真司 

（ コ ー ド 番 号  7 6 0 1  東 証 第 1 部 ） 

問 合 せ 先 常務取締役経営企画室長 宮崎 進 

（TEL  044－ 280－ 2813） 

 

 

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年 10 月５日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本

方針について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

記 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①ポプラグループ企業行動憲章を定め、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範

を遵守した行動をとるための行動規範とする。 

②法令・定款及び社会規範に違反する行為を早期に発見し、是正することを目的とし

て、公益通報者保護法に対応したコンプライアンス相談室を設置する。 

③業務執行部門から独立した内部監査室により、コンプライアンス体制の整備及び向

上を図ることとする。 

④取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実

を発見した場合には直ちに監査役に報告する。 

⑤監査役は当社の法令遵守の体制に問題があると認めるときは、意見を述べるととも

に、改善策の策定を求めることができるものとする。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電子的媒体（以

下、文書等という）に記録し、検索性の高い状態で保存・管理する。取締役及び監

査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 

 

 



 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①コンプライアンス、環境、災害、商品、情報セキュリティ等に係るリスクについて

は、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布等を

行うものとし、全社的対応は総務部が行うものとする。  

②新たに生じたリスクについては、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプラ

イアンス委員会においてすみやかに担当部署を定める。また、リスク・コンプライ

アンス委員会は組織横断的にリスク状況を監視し、各部署毎のリスク管理の状況を

監査して、その結果を定期的に取締役会に報告する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①経営上の最高意思決定機関である取締役会を基本的に月１回開催するほか、取締役

並びに本部長、室長により構成される本部長連絡会を毎月１回開催し、経営上の課

題の迅速な解決を図るとともに、重要な事項についての報告、審議を行うものとす

る。 

②取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において詳

細を定める。 

 

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

①当社及びグループ各社全体における内部統制の構築を目指し、総務部は各関連部署

と調整をはかりながら、グループ各社への指導・支援を実施する。 

②当社の内部監査室は、関係会社管理規程に従い、グループ各社の内部監査を実施し、

法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役

に報告するものとする。 

 

６．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制 

①取締役及び使用人は、監査役会に対して、当社及び当社グループに著しい損害を及

ぼすおそれのある事項に加え、重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重

大な法令・定款違反、その他コンプライアンス上重要な事項をすみやかに報告する。 

②前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告

を求めることができることとする。 

 

 

 



７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役会による各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒヤリングの機会

を設けるとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換

会を開催する。 

②監査役は、取締役会や本部長連絡会、リスク・コンプライアンス委員会などの重要

な会議に出席して、業務執行に関する重要な文書を閲覧するとともに、必要に応じ

て、取締役及び使用人に説明を求めることができる。 

③監査役は、内部監査室から定期的にモニタリングの実施報告を受けるなど、内部監

査室との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するための体制を確保する。 

 

８．財務報告の適正性を確保するための体制 

当社グループの財務報告の適正性を確保するために必要な体制を整備し、有効性を

定期的に評価して、その評価結果を取締役会に報告する。 

 

以 上 

 

 


